
                            

 

平成 24年 12月７日 

各  位 

 

会 社 名 イー・アクセス株式会社 

代表者名 代表取締役会長 千本 倖生 

     （コード：9427、東証第一部） 

問合せ先 執行役員 IR室長 山中 初 

（TEL．03－3588－7570） 

ストックオプション（新株予約権）の取得及び消却に関するお知らせ 

 

当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり決議いたしましたのでお知らせいたし

ます。 

 

記 

 

１. 新株予約権の取得及び消却 

当社とソフトバンク株式会社（以下「ソフトバンク」）は、平成 24年 10月１日付で株

式交換契約（同年 11 月２日付変更契約を含む。以下「本契約」）を締結しております。

当社は、本契約及び会社法第 276 条に基づき、当社がストックオプションとして発行

した新株予約権を取得し消却することといたしました。 

 

2. 取得及び消却の対象となる新株予約権の概要 

(1) 平成 24年 12 月 31日付の取得及び消却 

 

取得及び消却の対象

となる新株予約権 

当社新株予約権（2016 年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社

債に付された新株予約権を除く。以下同じ。）のうち、平成 24 年 12

月 31 日までに当社と保有者との間で取得についての合意が得られ

た同日の時点で残存している未行使の新株予約権 

取得及び消却する 

新株予約権の総数 

未定 

取得価額 52,000円から各新株予約権の行使に際して払込みをすべき金額を減

じた金額（当該金額がマイナスとなる場合には０円とする。）に、各

新株予約権の目的である株式数を乗じた金額 

 

(2) 平成 25年１月１日付の取得及び消却 

 

取得及び消却の対象

となる新株予約権 

平成 24年 12月 31 日までに、当社と保有者との間の合意に基づいて

取得することができなかった同日の時点で残存している未行使の新

株予約権 

取得及び消却する 

新株予約権の総数 

未定 

取得価額 52,000円から各新株予約権の行使に際して払込みをすべき金額を減



                            

 

じた金額（当該金額がマイナスとなる場合には０円とする。）に、各

新株予約権の目的である株式数を乗じた金額 

 

以上 


